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（注）景品付貯金、いわゆる懸賞金付貯金、ポイント等により優遇が行われている貯金等が決済用
貯金として「無利息」の要件を満たすかどうかについては、農水産業協同組合の窓口等にお
問い合わせください。

　決済用貯金とは、①決済サービスを提供できること、②貯金者が払戻しをい
つでも請求できること、③利息が付かないこと（注）、という３要件を満たすも
のです。当座貯金、無利息の普通貯金及び別段貯金の一部がこれに該当します。

「決済用貯金」とはどのような貯金ですか。


